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力強いコメント、素敵な作品をありがとうございます! 

ホームページ  https://www.fubonokai-toyohashi.com 

 

僕は阪神タイガースが大好きです。 

毎年甲子園に試合を観に行きます。僕が観に行くと阪神は負け

ます。勝ち試合を観たいです。 

作品のコメント 
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青い鳥郵便はがき寄付のお礼 
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令和 4 年 6 月１２日 あいトピア多目的ホール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父母の会 60 周年、おめでとうございます。   

来賓の方々が仰っていたように、60 年という月日は日本でバブルなど様々なことが起こり、障害者に

関する様々な法律が作られ、国や県、市からたくさんの補助を頂けるようになりました。その間たくさ

んの関係者、ボランティアの方に助けて頂いた、ということがわかりました。ありがとうございました。   

また、桜丘の和太鼓は、息が揃っていて素敵なパフォーマンスでした。 

ただ私にとっては、大きな音の連続に、怖くなって途中で帰宅しました。 

松下理恵 

 

創立 60 周年記念式典 

 

 



3 
 

   菅沼亮也 

 

令和 4 年 6 月 20 日 

桜丘高校和太鼓部 

ご 一 同  様 

 

豊橋市肢体不自由児（者）父母の会 

会⾧ 中 神 達 二 

 

記念式典での和太鼓演奏の御礼 

拝啓 

 父母の会 60 周年記念式典での素晴らしい和太鼓演奏を披露していただき本当にありがと

うございました。部員の皆さまの真剣な眼差しでド迫力の心に響き渡る感動という何もの

にも代えがたい大きなプレゼントを頂戴し会員一同深く感謝申し上げます。 

演奏を聴きながら障害を持った子どもたちが日ごろ見せたことのないとびっきりの笑顔

で体を動かしたりして本当に楽しそうでした。声を出せない子どもたちも目をパッチリ開

けて聴き入っている様子など心打たれる姿があちこちで見られました。子どもたちにとっ

て体に心地よく響く生の演奏に接することが出来本当に嬉しかったのだと思います。障害

を持っている子どもたちにとって和太鼓の包み込まれるような振動は身体にとても良いと

言われています。本当にありがとうございました。 

自主公演や県大会など各地でご活躍されている素晴らしい貴校和太鼓部さまの益々のご

発展を祈念し御礼の挨拶とさせていただきます。 

敬具 
【会員から寄せられたお礼状を紹介します】 

桜丘高校和太鼓を聞いて 

父母の会 60 周年記念式典で和太鼓を聞いて、太鼓の音が大きくて

すごかったです。 

ぼくは太鼓が大好きなので、迫力があって感動しました。 

太鼓を叩かせてもらった時は嬉しかったので、またやりたいなぁ

と思いました。 

ありがとうございました。 
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心に響く素敵な演奏に感謝!! 
父母会創立 60 週年にふさわ

しい演奏ありがとうございまし

た。心に響く素敵な演奏でした 

太鼓体験も貴重な体験させて

いただいて嬉しかったです 

また聴けることを楽しみにして

います。 

        松井俊裕 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

綺 麗 で 上 手 、 迫 力 も あ り 

圧 巻 な 演 奏 を 満 喫 

式典と聞き、堅苦しいイメー

ジでの参加でしたが、和太鼓演

奏で楽しい式典となりました。

残念なのが(障害児の)息子を連

れて行けなかったことですね。

かわりに娘と孫を一緒に。 

ほんの少し太鼓の経験ありま

すが、離れて時もたっている私

と娘とでしたので久しぶりに聞

けて、楽しそうに叩いてるのを

見て、自分たちもやりたくなっ

てしまいました。 

所作も綺麗で上手、迫力もあり

圧巻でした。楽しい良い時間を

ありがとうございました。 

尾藤千夏子(直斗:母) 

 
 

凄く上手でかっこいい演奏に

感動!! 

式典に参加させて頂き、和太

鼓演奏を見ることが出来て良か

ったです。 

息子は生まれ初めての和太鼓

でした、お腹の中で聞いていた

からなのか怖がらず、いい子で

寝ていたり、手足をバタバタさ

せて楽しんでいました。 

凄い上手でかっこいい演奏で

した!           

尾藤雪那(直斗:姉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜丘高校和太鼓部の皆さん 
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*会員の皆さまからお寄せ頂いた市長、議長に対する 4 年度父母の会要望書に対する 

回答書が障害福祉課から寄せられましたので紹介します。 

 

令和 4 年度要望書  回答                 令和 4 年６月 10 日       

 

       豊橋市肢体不自由児(者)父母の会                

 

「豊橋障害者（児）団体連合協議会 要望書」についての回答 

 

要望事項 回答 

豊障連要望 

１．指定福祉避難所の指定推進と受け入れ体

制の構築をお願いします。 
 
今般「災害対策基本法」が改正され、令和 3

年 5 月 20 日に施行された。それに伴い「福祉

避難所の確保・運営ガイドライン」が改定さ

れた。 

 現在の福祉避難所は一次避難所に避難した

人から福祉避難所に移る必要がある人を移し

ていますが移動による負担が大きなネックと

なっている。また最初から福祉避難所を開設

すると住民が殺到し、混乱や運営への支障が

生じる可能性が高い。 

今回の改定はそういった事を避けるため

に、市町村が障害児者や高齢者等受入対象者

をあらかじめ決め、特定した本人とその家族

のみが避難する施設である事を明らかにして

おく指定福祉避難所制度が創設された。指定

福祉避難所は災害発生時に直接避難も可能と

している。 

 障害児者等は一次避難所で過ごすことがで

きない場合が多く、指定福祉避難所に直接避

難できれば障害児者等が少しでも過ごしやす

くなり、避難所生活に対応することは可能と

考えられる。指定福祉避難所の指定推進と受

け入れ体制の構築を是非お願いいたします。 

 

 

【担当課：福祉部福祉政策課】 

 
 
 ガイドライン改定の趣旨を踏まえ、本市の

福祉避難所のあり方について、今年度中にワ

ーキングを開催し検討を進める予定です。ワ

ーキングの中では、福祉避難所で受け入れる

要配慮者の特定や、発災後すぐに福祉避難所

に直接避難することの可能性について、関係

課と検討を行います。要望事項で挙げられた

直接避難を可能とするためには、人的物的な

支援確保体制の確立が課題であると考えられ

るため、ワーキングを通して必要な整備を進

めてまいります。 
なお、要配慮者の受入体制強化を目的に、

令和３年３月に福祉避難所の施設利用計画を

作成し、この計画に基づいた避難所開設訓練

を福祉避難所２か所で実施いたしました。今

後も一層の体制強化のために検討、整備を進

めてまいります。 
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要望事項 回答 

豊障連要望 

２．「豊橋市障害者のコミュニケーション手段

の利用促進に関する条例」の充実に向け、

具体的施策の推進をお願いします。 
  

「豊橋市障害者のコミュニケーション手段

の利用促進に関する条例」の制定後、3 年が経

過し、市長定例会見をはじめとした情報保障

の拡大にご尽力いただき感謝申し上げます。 
 一方、条例の中に「手話は言語である」と

明記されているものの、まだまだその認知度

は低く、当事者団体としても普及活動に努め

ているところです。そこで、一般市民にも手

話を広めるために、市の広報誌「広報とよは

し」に手話コーナーを設けてください。広報

誌は、多くの市民が目にするため、全国的に

も同様の取組みが始まっています。毎月、少

しずつ手話単語を紹介していくことで、継続

的な普及啓発につながります。ぜひ掲載をご

検討お願いいたします。 
 また、新型コロナウィルス関連をはじめと

する市からの各種通知等に、FAX 番号・メー

ルアドレスの記載が無いため、問合せに困る

ことが多々あります。さらに市主催の行事チ

ラシ等にも情報保障の有無が記載されていま

せん。市からの各種通知や主催・共催・後援

の行事、発信する動画には、手話通訳等の情

報保障をつけるとともに、チラシ等への記載

の配慮をお願いします。 
 

 
【担当課：福祉部障害福祉課】 
 
 
 
 新型コロナウィルス感染症の影響により行

事自体は減少傾向にありますが、市長定例会

見の手話通訳をはじめとした動画での情報保

障は増えてきています。しかし、各種通知文

等に FAX 番号の記載がなかったり、イベント

に手話通訳が付いていない場合もあるなど、

情報保障はまだ充分とは言えない状況です。 
市主催の行事については、各部署の気づき

や判断によるため、引き続き職員に対して情

報保障についての研修等を行うとともに、広

報とよはし 11 月号の特集記事のように市民に

対しても広く啓発することで、市全体の情報

保障について意識を高めたいと考えていま

す。 
 
【担当課：企画部広報広聴課】 
 
 紙面の都合によりますが、掲載できる月に

は「広報とよはし」に手話単語を紹介するコ

ーナーを掲載します。 

豊障連要望 

６．医療的ケアが必要な方への移動支援の拡

充をお願いします。 
 

豊橋市の応援もあったことにより、ヘルパ

ーの喀痰吸引資格保持者も増加したことによ

り、軽度な医療的ケアが必要な方への外出支

援は、家族の同行不要となり、多くの喜びの

声を聴いています。 

しかし、呼吸器を装着されている方や導尿

が必要な方などへの外出支援は、資格のある

ヘルパーでも対応が困難であり、導尿につい

ては、自己導尿の補助のみしかヘルパーには

できないため、長時間の外出支援は家族同行

が必然となり、支援の利用控えに繋がってい

ます。このままでは、家族の負担は軽減する

ことがなく、障害者・児の成長にも弊害が生

 

【担当課：福祉部障害福祉課】 

 
 
豊橋市地域生活支援事業（給付事業）によ

る移動支援事業では、屋外での移動が困難な

障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外

出及び余暇活動等社会参加のための外出時の

移動支援のサービスの提供を行っています。

しかし、自身で医療的ケアの対応をすること

ができない医療的ケア児者が外出を希望する

時は、保護者の支援の下でしか外出できない

現状となっており、医療的ケア児者にとって

外出機会が限局され、また、保護者にとって

も介護の負担につながっています。 
 医療的ケア児者を取り巻く課題は多くあ

りますが、「豊橋市障害者自立支援協議会」の
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要望事項 回答 

じます。 

現行、看護師資格はヘルパー１級同等とし

て認められ、ヘルパー業務に従事することが

できますが、医療的ケアの対応範囲は、喀痰

吸引の資格があるヘルパーと同様となってし

まいます。また、訪問看護事業は、医師の指

示書があれば必要な医療的ケアを提供するこ

とができますが、外出支援を行うことができ

ません。 

 提案ですが、訪問看護事業所が、地域生活

支援事業である移動支援の指定申請を許可さ

れた場合に限り、医師の指示に基づいた医療

的ケアを行える外出支援の制度を豊橋市とし

て整備してください。現在の移動支援の報酬

単価では、訪問看護事業所として採算が合わ

ないことが見込まれるため、医療的ケア報酬

の加算も必要かと思います。しかし、高度な

医療的ケアが必要な障害者・児の体調を考慮

し、使用できる月の上限時間を低めに設定し

て、予算の確保をするなど方法も考えてみて

ください。 

 これまで豊橋市は、短期入所の看護師配置

加算や障害児看護支援事業など、医療的ケア

が必要な障害者・児への制度を整備されてき

ました。是非、今回の要望もかなえていただ

くことをお願いします。 

「医療的ケアに関する検討会」において、課

題や今後の必要な取り組みを洗い出し、何を

優先的に解決していくべきか、また、対応が

可能かを協議していく中で、医療的ケアの移

動支援制度の確立についても検討していきま

す。 

７．小中学校の階段に昇降機の設置をお願い

します。  
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 
近頃地元の小中学校に通う身体障害児が増

加していますが、小中学校は段差や階段が多

く、車いすや歩行器利用者は大変不便な学校

生活を送っています。現状人力による階段の

昇り降り等個別に対処してくれていますが、

根本的な解決には至っていません。またとて

も危険で毎回不安な気持ちで昇降していま

す。身体障害児が安心安全、快適な学校生活

を送るためにも階段昇降機設置を是非お願い

いたします。豊川市はデモ機を使い試してお

り前向きに検討中です。 
 

【担当課：教育部教育政策課】 

 

学校の階段の手すりや、多目的トイレを整

備するなど、バリアフリー化に努めています

が、階段の昇降については、教師等の介助に

より対応しているのが現状です。 

階段昇降機を導入している他都市への聞き

取りや、現地視察により、製品によっては、

昇降するのに予想以上に時間がかかるもの

や、サイズが大きく、多くのスペースが必要

になるなど、様々な特徴があることがわかり

ました。 

今後とも、児童生徒の学校生活と、学校施

設の実態をしっかりと見極め、早い段階で対

応できるよう努めてまいりたいと考えていま

す。 

⇒3/31 に地元小学校に昇降機を設置し

て頂き便利に利用できるようになりま

した。早速にありがとうございまし

た。 
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要望事項 回答 

８．重度重複障害者の生涯学習支援体制の構

築をお願いします。 
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 
 
近年文科省において、学校卒業後の障害者

の生涯学習充実を支援策として掲げていま

す。 
豊橋市においてはさくらピアで文化活動・

スポーツレク等の講座などがありますが、も

う一つ踏み込んだ学びの場等を設けていただ

きたいと思います。 
重度重複障害者は文化活動等を体験する場

合、介護者の支援があって始めて参加できま

す。それにはコミュニケーション能力が必要

です。コミュニケーションは個々の状態によ

って違いますが、昨今ではＩＣＴを活用する

ことでタブレット端末の仕様・視線入力など

様々なことが体験できます。そのためには支

援者の情報技術の理解をはじめ、本人の学習

意欲や体験の場、使用モラルの分別も必要と

なってきます。 
生涯学習が進んでいる地域では福祉サービ

スと絡めて事業所での学びの時間をもつ所も

あるとお聞きしています。 
豊橋市は SDGｓ(持続可能な開発目標)を推進

しています。元々障害児の教育に慣れている

特支学校の退職教諭等を活用することで、学

習の場を広げ、情報社会から障害者が置き去

りにされない街を作っていただきたいと思い

ます。 
 

 

【担当課：福祉部障害福祉課】 

【担当課：教育部生涯学習課】 

 

 障害者の学びや体験の場としてさくらピア

での文化活動やスポーツレクなどの講座があ

りますが、障害者の生涯にわたる学びを一貫

して支援するための支援体制の在り方につい

ては、国が進める実践研究の動向も把握しな

がら、より多くの活動の場や機会の提供を目

指し、関係部署・団体等と連携、研究を進め

てまいります。 

９．交通助成券(5,000 円分)の選択内容の追加

をお願いします。 
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 現在交通助成券(6 歳以上・5,000 円分)は電

車、バス、タクシ－等の選択制になっている

が、選択肢の一つとして燃料券(ガソリン代等)
を追加していただきたいと思います。 
 障害児者の場合、電車、バス、タクシ－等

を利用しないで自家用車で移動することが多

く交通助成券が有効に活用されていない現実

があります。ガソリン代として利用出来れば

多少なりとも家計の助けになります。横浜市

等そういった対応をしている所もありますの

で是非ご検討お願いいたします。 
 

【福祉部障害福祉課】 

本市の障害者交通助成券は「障害者社会参

加促進事業」として、障害者が外出する機会

を増やすことを目的として交付しています。 

 豊橋市は車社会であり、日常生活において

自家用車は障害の有無に関わらず広く使われ

ています。そのためガソリン代を助成する場

合、障害者の外出する機会は増えずに生活費

の補填として利用されるケースが増加し本来

の主旨と離れてしまう可能性があります。 

 さらに自家用車を使用する人たちへの支援

としては自動車税等の減免制度もあるため、

燃料券の追加は難しいと考えています。 
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要望事項 回答 

10．日常生活用品・紙おむつ受給者にゴミ袋

の支給をお願いします。 
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 

日常生活用品の紙おむつは現在申請して2か

月で 24 千円分が現物支給されています。紙お

むつについては、今までおしりふきや業者(薬

局)の追加等いろいろ改善していただき感謝申

し上げます。紙おむつは取替え後可燃ゴミと

して必ずゴミ袋が必要になります。そのゴミ

袋の支給を是非お願いいたします。岐阜県本

巣市で既に実施(年間可燃ゴミ袋小60枚・20入

×3 セット)しています。 

 

【福祉部障害福祉課】 

紙おむつにつきましては、地域生活支援事

業に基づく日常生活用具給付事業の対象とし

て給付していますが、ゴミ袋については障害

の有無に関わらず一般的に広く普及している

ものであるため、日常生活用具給付事業の対

象とするのは困難です。 

 また、事例提供をいただいた本巣市につき

ましては、ゴミ回収を有料化としており、そ

の手数料としてゴミ袋を販売しているため、

ゴミ袋自体が高額になっています。豊橋市に

つきましては、ゴミ回収は有料化としておら

ず、あくまでもゴミ袋は指定しているのみな

ので市場価格となっており、本市の方がゴミ

袋購入に係る負担は少ないと考えます。 
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*会員の皆さまからお寄せ頂いた市⾧、議⾧に対する 5 年度父母の会要望書の原案が出来ましたので 

紹介します。今後豊障連各団体と調整し要望書として提出していきたいと思います 

 

令和 5 年度要望書        令和４年 7 月 25 日 
                           豊橋市肢体不自由児(者)父母の会 

   
1.災害時・個別支援計画の障害児者に配慮する項目の追加及び策定の徹底について  

 ・障害児者の福祉サ－ビス個別支援計画はセルフも含めて着実に作成されていると思いますが、

災害時の個別支援計画については、R3/5 月の災害対策基本法改正により努力義務になりました。  

しかし今まであまり作成されていない状況だと思います。特に医療的ケアが必要な障害児者等

については喀痰吸引や人工呼吸器等の使用等個別具体的な支援計画が必要です。災害時個別支援

計画に障害児者の情報を纏める欄を設けて頂く事は R2 年度の要望回答で自立支援協議会等の検

討事項となっていますが、いかがでしょうか。 
また災害時の作成を徹底し、スムーズに支援が出来る仕組み作りをお願いします。災害はいつ

起きても不思議ではない時代に障害児者一人ひとりが『自らを守る姿勢』を確認することはとて

も重要です。 
 
2.医療的ケアが必要な方への移動支援の拡充をお願いします。(R3 年度要望項目) 

・医療的ケア児者は年々増加していますが、まだまだ家族支援が殆どで社会参加も充分できず家族が

大変苦労している状況です。 

呼吸器を装着されている方や導尿が必要な方などへの外出支援は、資格のあるヘルパーでも対

応が困難であり、導尿については自己導尿の補助しかヘルパーにはできないため、長時間の外出

支援は家族同行が必然となり、支援の利用控えに繋がっています。このままでは、家族の負担は

軽減することがなく、障害者児の成長にも弊害が生じます。 

現行、看護師資格はヘルパー１級同等として認められ、ヘルパー業務に従事することができま

すが、医療的ケアの対応範囲は、喀痰吸引の資格があるヘルパーと同様となってしまいます。ま

た、訪問看護事業は、医師の指示書があれば必要な医療的ケアを提供することができますが、外

出支援を行うことができません。訪問看護事業所が、市指定の居宅介護事業所または移動支援事

業所の認可を受けた場合、医師の指示に基づいた医療的ケアを行える外出支援制度の整備をお願

いします。   

しかし現在の移動支援の報酬単価では、訪問看護事業所として採算が合わないことが見込まれ

るため、医療的ケア報酬の加算も必要だと思います。高度な医療的ケアが必要な障害者児の体調

を考慮し、使用できる月の上限時間を設定する等予算の確保をお願いします。 

  これまで豊橋市は、短期入所の看護師配置加算や障害児看護支援事業など、医療的ケアが必要

な障害者児への制度を整備していただき深く感謝しています。今回も是非要望をかなえていただ

くようお願いいたします。 

 
3.指定福祉避難所の指定推進と受け入れ体制の構築について (R3 年度要望項目) 

・今般「災害対策基本法」が改正され、R3/5 月に施行され、「福祉避難所の確保・運営ガイドラ

イン」が改定されました。 
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  現在の福祉避難所は一次避難所に避難した人から福祉避難所に移る必要がある人を移していま

すが移動による負担が大きなネックとなっています。また最初から福祉避難所を開設すると住民

が殺到し、混乱や運営への支障が生じる可能性が高いと思います。 

今回の改定はそういった事を避けるために、市町村が障害児者や高齢者等受入対象者をあらか

じめ決め、特定した本人とその家族のみが避難する施設である事を明らかにしておく指定福祉避

難所制度が創設されました。指定福祉避難所は災害発生時に直接避難も可能としています。 

   令和３年度の要望書回答で、問題点として支援確保体制の確立が課題であり、ワ－キングを開

催し検討を進め必要な整備を進めていく、となっていますがその後の状況はいかがでしょうか。 

障害児者等は一次避難所で過ごすことができない場合が多く、指定福祉避難所に直接避難でき

れば障害児者等が少しでも過ごしやすくなり、避難所生活に対応することは可能と考えられます。

指定福祉避難所の指定推進と受け入れ体制の構築を是非お願いいたします。 

 
4.豊橋市民病院歩行困難者用駐車場の「屋根のひさし」設置のお願い 

・障害者駐車場(車いす専用 6 台、歩行困難者用 25 台)の屋根は以前にも要望させていただきましたが、

屋根の設置には支柱が必要で車いす専用駐車場は防災の地下水槽の問題、歩行困難者用は駐車台数減

や視界が遮られ事故の危険が増すので難しいと回答をいただきました。 

  そこで改めて要望を含め検討をお願いしたいのですが、歩行困難者用には屋根のある歩道と隣接し

ていますので、その屋根に視界が遮られない程度のひさしをつけていただく事は難しいでしょうか。

そうすれば万全ではないですが車いす利用者等は雨等をある程度しのぐことができます。 

雨降りの時は屋根のある玄関前の乗降場所は非常に混雑し殆ど利用できません。障害児者の多くの

方が市民病院を利用しますが、少しでも車いす利用等歩行困難者の乗降がスム－ズにいけばとても良

いと思います。是非前向きなご検討よろしくお願い申し上げます。 

 
5.医療的ケア児者の介護者に対応するレスパイト先の確保について 

・医療的ケア児者の主な介護者の平均睡眠時間は県の令和元年度の調査で平均一日 5 時間未満が 35%

という調査結果が出ており、主な介護者のお母さん方は毎日疲労困憊し過ごしています。買い物にも

自由に出かけられず、自分の楽しむ時間もない日常生活が続いています。ゆっくり体を休めたいレス

パイト先は必要ですが、豊橋はショ－トステイ先も少なくなかなかそういう所がありません。是非介

護者のレスパイト先確保のご検討をお願いします。  

  豊田市では「家族介護負担軽減事業」制度があり、医療型短期入所を実施した医療機関に個室利用

補助金を支給しています。3年度は 31 人/1,175 日利用実績があり、一人平均年 38日(月約 3日)利用し

ています。  
 
6.医療的ケア児の送迎、校外行事等について 

・特別支援学校で医療的ケアが必要なこどもたちの送迎や遠足等校外行事に親が付き添っている

状況ですが、R3/9 月に医療的ケア児支援法が施行され、国の施策でも看護師の配置等見直し機運

が高まって来ています。名古屋市は R4/4 月より保護者が送迎できないときに看護師が同乗した

介護タクシ－を利用できる制度が始まりました。大阪府豊中市ではすでに実施しており、東京都

では医療的ケア児専用通学車輛運行等で対応しています。豊橋特支学校は県の管轄ですが、親の

送迎、付添いの負担はとても大きく、市としても善後策を講じていただきたいと思います。 
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7.移動支援事業の利用対象者拡大および通学、通園に利用できるように制度の見直しをお

願いします (R2 年度要望項目) 

・移動支援事業は大変良い制度で、知的や精神障害者の手帳所持者は移動支援アセスメントの結

果次第で誰でも利用できる状況です。しかし身障手帳所持者は、現行、体幹１・２級、下肢１級

以上しか利用できません。必要に応じて身障手帳所持者でも移動支援アセスメントを受けさせて

頂き対象者の拡大をお願いいたします。県内では名古屋市、刈谷市、春日井市、小牧市等が身障

手帳所持者を利用対象者としています。 

身体の場合は介護保険対象者（制度がない）の利用が多く見込まれ、介護保険対象者は除くと

いうような年齢条件等を設ければ対象者は限定されると思いますので早急に改善をお願いいたし

ます。   
また通園、通学等は通年かつ長期にわたる外出の為、原則対象外で大変不便を感じています。

母親等介護者が病気等で付添いが出来ないだけで学校や保育園を休まなくていいように、豊橋市

としても介護者の状況等によっては利用を認めて頂きたいと思います。   
 

8.豊橋プラネタリウム視聴覚教育センターにエレベーター設置のお願い 

・プラネタリウムは満天の星を楽しめながら星座の勉強もでき子どもたちにとって大きな魅力の一つ

で、豊橋プラネタリウムも子供たちに好かれています。 

 しかし豊橋プラネタリウムは 2F にあり、視聴覚教育センターには階段昇降機は設置してあります

がエレベーターがありません。車いす利用者は階段昇降機では時間がかかりとても不便を感じもう観

るのをやめようという子供もいます。 

 障害があってもなくても車いすを利用していてもプラネタリウムを楽しみたいという思いは同じで

す。また重心の子どもたちにとってプラネタリウムは心身にとても良い影響を与えるということでそ

の良さが見直されてきています。 

  近頃合理的配慮という言葉が盛んに使われます。障害児者が星空を楽しみ、天空を普通に勉強する

機会を平等に得ることができるように視聴覚教育センターにエレベーターの設置を是非お願いいたし

ます。 

 

9.豊橋市内の公園にユニバーサルデザインのブランコ設置のお願い 

・豊橋市内には大小数多くの公園があり、殆どの公園にブランコが設置されています。しかし障害児

者が乗れるブランコは殆ど無いと思います。 

  ブランコは障害があってもなくても楽しく遊ぶ遊具の一つで、バランス感覚を養う効果も大きく、

全身を使う事で筋肉に刺激を与え、自分の体をコントロールする事が出来ると言われています。 

  障害を持っていてもブランコは乗りたいという子どもたちが数多くいます。障害児者も多種多様で

その子に合ったブランコを利用しケガや事故等が起きない様に充分配慮することは当然ですが、安全

確保には親等の万全な見守り、十分な注意対応が必要です。そういった点は機会ある毎に注意喚起し

ていきたいと思います。 

  ユニバーサルデザインのブランコもいろいろありますが、座席シ－トに背もたれがあるタイプで、

滑り止めがあるもの、ブランコの高さを調整できるものが希望です。あゆみ学園に設置されているブ

ランコは外国製で高さの調整は出来ませんが、背もたれがあり座席シ－トも素材自体が滑りにくくず

り落ちないようになっていてとても良いと思います。                                         以上 
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令和４年７月７日 県自治センター  

           豊橋市   中神          
〇医療的ケア児支援センターの活動報告 

 *医療的ケア児支援センターは令和 3年 9月に医療的ケア児支援法が施行され、今までの支援体制の整

備に加え、地域では対応が困難で専門性が必要な相談への対応や、看護師、介護職員等の医療的ケ

ア児への支援を担う人材の養成などを行う事とした。実質 R4/4 月から活動開始。 

 ⇒R4～5 月の相談件数(4 月 10 件、5 月 19 件・相談員を通して未就学児の通園等の相談が多い) 

 
〇医療的ケア児等コ－ディネ－タ－の配置 

*コ－ディネ－タ－は相談支援専門員や保健師等が医療的ケア児とその家族からさまざまな相談を受

け止め、各種相談の対応を調整し、総合的に対応する。 

  ⇒R4/4 月現在市町村合計 266 名が配置されている。(内豊橋市 12 名、田原市 3 名) 

 
〇県内の医療的ケア児関連事業の取り組み(必要な部分を抜粋) 
 ・豊橋市障害児看護支援事業 

*学校(義務教育)や保育園等に訪問看護師を派遣し医療的ケアを実施、保護者の負担を軽減する。 

⇒R3 年度 11 名利用(幼稚園 1 名、小学 8 名、中学 2 名) ・R4 年度は保育園 1 名利用予定有 

・R4 年度高校に看護支援事業拡大⇒1 名配置予定有 

 ・豊橋市内小学校看護師の配置⇒R3 年度 1 名(R4 年度も 1 名配置) 

 ・豊橋市公立保育園に看護師配置⇒R4 年度公立認定こども園に 1 名配置 

 ・豊田市家族介護者負担軽減事業(レスパイト事業)⇒豊橋市 5 年度要望項目として要望 

  *医療的ケア児等重心の介護負担軽減のための、ショ－トステイやレスパイト事業を実施する医療

機関に個室利用の補助金を交付。 

   ⇒R3 年度実績 5 医療機関 31 人受入 1,175 日利用(一人月平均 3 日利用) 

 
〇県内医療的ケア児者の人数(把握 R1～4 年度) 

 ⇒医療的ケア児者 1,961 名(内医療的ケア児 917 名、医療的ケア者 1,009 名)  

 
〇災害時における医療的ケア児者の支援(把握 R1～4 年度) 

 ・県内市町村避難行動要支援者名簿登録(54 市町村)⇒できている・概ねできている 24 市町村(44%) 

 ・県内市町村個別避難計画の策定(54 市町村)⇒できている・概ねできている 11 市町村(20%) 

*R3/5 月災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者名簿登録が明記され個別避難計画が任意⇒

努力義務になりましたが、まだ 2 割しか個別避難計画は出来ていません。また災害時避難所に直接避

難できる指定福祉避難所制度が出来ましたが、まだ各市町村もその体制が出来ていない状況です。避

難所等の電源確保については、医療的ケア児者には生命にかかわることであり各市町村の補助金制度

も少なく今後対策を議論していく必要がある(豊橋市は R2/4 月から補助金 10 万円新設)。 

 
〇学校での教師による医療的ケア対応や通学等の保護者の付き添い問題について 

・愛知県としては教師による医療的ケア対応は、看護師配置を厚くし、先生には本業に専

念する体制としてきたが医療的ケア児が増えてきており見直しを検討する必要があるとい

う意見もあり。保護者の付き添いについては、学内ではほぼなくなったと県は認識してい

る。通学や野外事業等については県としても最善策を検討中である。       以上 

「医療的ケア児支援部会」出席報告  
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県小慢自立支援協議会参加報告・移行期医療について 

 令和 4 年７月 27 日 自治研修所  

中神 
小児慢性特定疾自立支援協議会で主な議題となった移行期医療について、2 年前にも取り上げました

が、まだまだこれからの問題であり私なりにもう一度報告します。 

移行期医療の課題、問題点                  

(移行期医療については以前から議論されているが、国より H30 年 10 月に移行期医療支援体制構築 

ガイドの通知があり、県としても H31 年度より動き出している) 
   

移行期医療の流れ 

疾患・小児期発症 ⇒ 治療・小児期医療 ⇒ 15 歳・18 歳・20 歳以上 ⇒ 成人期医療 

                      (豊川 15 歳、豊橋 18 歳頃からか) 

移行期医療の目的 

① 近年の小児期医療の進歩により、約90％の患児が成人期を迎えるようになってきている。  

② また、患児個人の人格の成熟に伴って保護者や小児科医のもとで行われている保護的な医療か

ら、個々の疾患の状態の変化に合わせた医療が必要で、移行期医療と呼ばれ自己決定権を直接

に行使できる自律的な医療へと変化していく事が求められている。 

③ 成人期医療への移行が相応しい時期になっても、医療体制や本人の準備が整わないために移行

が円滑に行われていないことがある。 

④ 小児期発症疾患の継続診療にあたっては、これらの患者が病態・合併症の年齢変化や身体的・
人格的成熟に即して適切な医療を受けられるようにすることは、小児期医療から個々の患者に
相応しい成人期医療への移行期医療が重要な課題である。 

 
課題 

●患児者・家族 

・患児者として小児科は全て分かってくれているという安心感が強い(小児科医にどっぷり依存) 

⇒そのまま小児科で診てもらいたいという要望が強い。 

・地域の中核病院で受診している場合が多く、地域のどこの病院やクリニック等で受診すれば良いか分

からない。 

・小児科と成人科では受診の方法が違う事を認識してもらう 

 ⇒小児科は全ての科の受診が可能であるが→成人の診療科は専門化が進んでいて臓器ごとに受診。 
・患児者自身の自律性と病気の理解度が十分でない⇒医師や親への依存度が高く自律性が十分でない。

また本人が病気について理解していないことが多い。 
 
●医療機関 
 今回(R3/12)病院や診療所に行ったアンケート調査では、 

 ・移行についての難しい疾患群では、専門医がいない(21%)、成人の該当医がいない(17%)、成人科の

理解が乏しい、受け入れ先がない、複数疾患に対応不可(各約 11%)等となっています。 

 ・小児科サイドで継続診療している理由では、成人診療科では対応困難(28%)、患児者家族の意向

(16%)、 小児科の方が理解している、受け入れに消極的である(各約 12%)等となっています。 

 ・成人期になっても小児科で受診している理由は、専門的診療とそれ以外の診療を分担している

(33%)、小児科がハブの役割を担っている、患児者家族の意向(約 15%)等となっています。 
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共通課題 

・大きな問題として小児科と成人科の連携が殆どない状況であると思われる。 

・移行期医療の主体が小児科か成人科かについて明確にされていない 

 ⇒今までの流れとしては、患児者家族、医療従事者も小児科医が中心となって、患児者の生涯にわた

り医療を提供する、と認識されている場合が多い⇒しかし、今後は成人科医が主となる体制が必要 
 
小児科 
・移行期の理解が十分とは言えないか。 
・家族のように長く付き合うため、手放さそうとしない医師も散見されるか。 
 ⇒疾患の落ち着いた状態の時点で、基礎疾患は終了。成人科に移行するように進めるべきである。 
 
成人科 

・小児疾患に接する機会が少なく不慣れで、移行期についての理解が十分でない場合が多い。 

・障害児に対応できる医療機関が殆どなく、またその情報が不足している。 

・15 歳をすぎると体も大きくなり、在宅医の確保が難しい。また緊急時のバックアップが重要。 

・特に内科医は移行期年齢になっても、そのまま小児科で診てもよい思っている事が多い。 
 
移行期医療が停滞している理由 

・患児者家族の強い希望による 

・成人科が物理的に遠い場合が多い 

・病態が複雑、病状が不安定である 

・移行に向けて定期観察中、タイミングを見て移行予定 

・先天性疾患など成人科医の経験が少ない疾患がある 

・知的障害、発達障害、てんかん等病気の特性によるもの 
 
今後の方向性 
・移行期医療センタ－等を設立し、地域全体としての課題、問題点を把握し、その情報を共有し改善策

を考えて行くことが必要だと思います。 
 
＜現実としての問題点＞ 

・一定の年齢になったからと言って、地域の病院に移って下さいと言われても困ってしまう。 

① 市民病院の場合は、小児科だけで終わるが、地域の開業医の場合は専門的な分野に分かれていて、 

  それぞれ受診する必要がある。 

② 何処に行けばよいのか分からない。 

③ 成人科医にカルテを送ってもらっても、患児者の実態把握は難しいと思われ、複雑、不安定な病

気等について今までの説明をするのも難儀である。 

④ 該当する開業医が近くにない場合がある。 
⑤ 知的障害の場合は、環境に影響される事が多く、バニックになる可能性も大きい。         

(子どもの気持ちを理解してあげる必要がある) 
 
＜現実としての対処法は？＞ 

① 地域の病院が分からないので、主治医によく相談し病院の紹介をお願いする。若しくは市民病

院の成人科を紹介してもらう。(市民病院内の移行なら症状の説明はあまりなくて済むか?) 

② 移行は年齢だけで判断すべきではなく、いかなる医療を受けるかの決定権は患者にありますので、

主治医とよく相談し、病気の特性、症状等総合的に判断し決定すべきであると思います。 以上 
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愛肢連定期総会 
      (令和 4 年 6 月 18 日 於:豊川商工会議所) 

 
今年度の愛肢連定期総会は新型コロナの影響で規模を縮小し、表彰式等の式典が開催されました。   

自立表彰・豊橋 4 名、田原 1 名の下記の方々が受賞されました。おめでとうございます。 

 
                    

           

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左から 藤田未来、鈴木康人、五反田健治、高崎彰仁、佐藤剛士 

・自立表彰(5 名)   (敬称略) 

 藤田未来、鈴木康人、五反田健治、

高崎彰仁(田原)、佐藤剛士 

 

祝！！ 
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熱唱するヒ田川ヒロアキ氏 <新聞記事を紹介します> 

                               

 第 21 回豊障連大会が６月 25 日、あいトピア多目的ホールでコロナの影響で人数を制限し、ご来 

賓 4 名(豊橋市長、市議会議長、福祉部長、課長)と豊障連各団体 10 名程度、総勢約 80 名の参加

で開催されました。 

 最初に豊障連山下会長のあいさつがあり、引き続きご来賓から祝辞をいただきました。その後、前年

度評議員会、活動、決算報告、さくらピア運営状況等の説明、及び今年度の役員、事業計画、予算の議

案が承認されました。 

 第二部では全盲のロックギタリスト・田川ヒロアキ氏の「聴こえる景色、見える音」のト－ク＆ミニ

ライブです。「東京 2020 パラリンピック開会式」でセレモニーキャストとして演奏を披露、その感

動と興奮は今でも脳裏に焼き付いています。 

幼小児から弱視で、中学 1 年で光が見えなくなったが、ギ

タ－が弾ける喜びを知り、いろんな葛藤を経て、見えないこ

とは不便であるが使えるツ－ルを使う、例えば音声で補った

り、また見えないことで周りの人たちと一緒に知恵を出し合

い考える事で心を頂けるようになったとお話されました。 

 オリジナル曲の演奏に参加された方々は魅了され聴き言っ

ていました。         TN 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東愛知新聞より 
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                    2022 善意フェスティバル        令和 4 年５月 29 日 
                                      於: のんほいパ－ク  
 

コロナの影響で 3 年ぶりに善意銀行主催の「善意フェスティバル」がマスクの着用、三密の回避等感
染防止に充分気を付けのんほいパ－クで開催されました。 
 今年はボランティアさんも少なめで例年の 1/3 位の総参加者だと思われました。父母の会は 21 家族
48 名の方たちが参加しました。今年も藤の花高校のみなさんがボランティアとしてついて下さり参加さ
れたご家族は楽しい時間を過ごしました。 

当日は日差しも強くとても暑い一日で、野外コロシアムで開催された始めの会の時はみんな日影で涼
んで過ごしましたが、それでも暑かったです。 

ボランティアさんとのセット後、かき氷、綿菓子、その後ゲームコーナー、レクコーナー、体験コー
ナー、スタンプラリー、施設作品販売コーナー、動植物園めぐり等、各グル－プでいろいろな事にチャ
レンジしてしっかり楽しみました。 

恒例の行事ですが、会員のみなさんがとても楽しみにしています。多くのボランティアさんやご支援
者の皆さまのご協力のお蔭と深く感謝申し上げます。ありがとうございました。             

TN                      
(ご参加の感想文を頂きましたので紹介します)  
 
【とても楽しかった善意フェスティバル】 

コロナ規制が緩和され久しぶりに善意フェスティバルに参加させて頂きました。 
若さ溢れる藤ノ花女子高校のボランティアさんと一緒にゲームをしながらお互いに応援したり「何点

取ったよ」などと点数を比べたりして笑って過ごしました。 
手足のマヒがある車椅子利用者ですが障がいがあっても楽しめ、わかりやすい簡単なゲームが多くあ

って嬉しかったです。 
フェスティバル当日は大変な猛暑日でしたのでかき氷がとてもおいしく水分補給と体温調整をするの

にとても助かりました。かき氷の配布場所が会場の真ん中にあったので車椅子で並ぶ時にでこぼこ道を
介助者が押すのが少ししんどかったです。 

楽しい一日をありがとうとうございました。 
来年もぜひ参加させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

                                     河合夏季 
【嬉しかった!!車椅子体験】 

5 月 29 日に、のんほいパークにて善意フェスティバルが開催されました。 
3 年ぶりの参加です。藤ノ花女子高校のお姉さん 2 人と周りました。沢山の学生さんとボランティア

さんといっぱい、いろんな所で楽しく過ごしました。特に車椅子体験では、お姉さん達は初めて体験し
たそうで大変さをわかってくれた事が嬉しかったです。 

あっという間に別れる時間になり、もっと⾧く一緒に居たくて困りました。来年も参加してくれると
言ってくれたのでまた会えるのを楽しみにしています。 

ありがとうございました‼                       尾崎元哉 
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Ｑ：(田原市、蒲郡市の方) 

相談員さんがあまり連絡をくれず、福祉サービスの事がよく分からないです。 

もう少し情報を提供してくれるとありがたいのですが。 
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Ｑ：2 歳ダウン症の子 

最近頑固になってきました。そのことが今後、癇癪に繋がっていくのではないかと気がかりで

す。今は特に困っていないです。 

Ｑ：4 歳男子 

2歳の時にインフルエンザ脳症になり、一時は人工呼吸器を付けましたが今はケアも無しです。

その時の事を思うと何でもＯＫと思えるのですが、高次脳機能障害になり、こだわりが強く自

分の服装もこれ以外は嫌とか母親の服装もデニムは嫌とかあります。この様な細かなこだわり

との付き合い方が分かりません。 

Ｑ：2 歳ダウン症女子(父親が参加) 

まだ話すことが出来ません。どうしても手が掛かってしまう為、4歳の姉がヤキモチをやきます。

私（父親）を悪役に仕立てて攻撃してきます。今のまま、ヤキモチやかせて育てていて大丈夫

なのか心配です。 

 

Ｑ：きょうだい児への告知はいつすべきか？きょうだい児が、「○○ちゃん、○○くんは何故怒

られないの？」と、不満を口にします。 
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Ｑ：きょうだい児に、「自分って将来結婚出来るの？下の子(18 トリソミー)の面倒を見ないとい

けないの？」と言われました。親として、子供が結婚して子を持とうと思った時に遺伝が心配

です。 

Ｑ：姉(小 4)が、今は下の子(ダウン症)を、可愛い、可愛いと言ってくれますが、もう少し大き

くなって隠したがったらどうするれば？ 

Ｑ：上の子から一緒に遊びたいから、(健常児の)弟や妹が欲しいと言われました。 
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【通所施設】 

  社会福祉法人 さくら・   

ふれあい 

 

【好きな事】 

 お友達とのコミュニケーション 

【趣味】 

簡単なお菓子作り 

【がんばっていること、自己ＰＲ】 

ふれあいでの作業、 

自宅でヘルパーさんとの調理 

 

 

   

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【好きな事】 
ドライブ・音楽鑑賞 

【得意な事】 
 人の顔を覚えること・カラオケ 
【がんばっている事・みんなに言いたい事】 
 たくさん食べ、ぐっすり寝て毎日元気に 
 おしゃべりすること。 

【通所施設】 

生活塾『春日』 

【好きな事】 

ディズニーが大好き、コロナが落ち着いたら 

行きたいです。 

 

【がんばっていること】 

特別支援学校を卒業し、生活介護へ行き始め

ました。マイペースでがんばります。 

 

 

【通所施設・年齢】 

すみれ・ふくふく 

 

【通所施設・年齢】 

ふくふく授産所・43 才 

 

 

【好きな事・好きな食べ物】 

散歩・肉、納豆、コーヒー、デザート 

【がんばっている事・目標など】 

嫌いだったみかんが食べられるようになり体

も大きくなりました。日曜日に C.Ｈに帰る時

嫌がらずに行くので誉めてあげたい。 

【趣味・得意な事】 
相撲、野球、友達と携帯で

話す、なぞなぞ、九九等 

1 時間くらい遊んでとても

楽しそうです。 
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９月２４日（土） さくらピア防災講演会・さくらピア  

９月２５日（日） 野外訓練会・豊橋総合動植物園 （中止） 

１０月 ９日（日）○ホースセラピー体験会・ピッコロファーム 

１０月２３日（日） 豊障連体育祭・さくらピア （中止） 

１０月２９日（土）  愛肢連わいわいカーニバル・岡崎市中央総合公園  

１１月１２日（土） ボランティアのつどい・さくらピア 

１１月２０日（日） 東三ブロック療育キャンプ・ホテルシーパレスリゾート 

           （短編映画鑑賞及び食事会があります。ぜひ参加してね！） 

１１月１５日（火）～２０日（日）豊障連さくらピア文化祭・さくらピア 

１２月 ３日（土）○県心身協福祉大会・愛知県社会福祉会館 

１２月１８日（日） クリスマス会・あいトピア 

 

 
〇印はハガキでの参加募集はありません 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予定は順次ご案内いたします。急な変更・中止となる場合がございます。ご了承のほどお願い致します。 

 

＜あとがき＞ 

・「父母の会ふれあい短期介護支援」「父母の会入院付添い支援」を活用しましょう。短期介護支援や

入院付添い支援は緊急時や入院時に見てもらう人がいないとき、同居以外の親族等にみてもらい、その

介護支援費用（1 日 4 時間以上・5,300 円）のうち 4,500 円を父母の会で負担するものです。使ってみた

いと思われた時、分からない事があった時には遠慮せずにご相談ください。会員の皆さまのご意見、ご

要望を受けてより利用しやすい事業にしていきたいと思っています。 

・父母の会相談員は中神達二、鈴木智江子、後藤久代、星川広江、磯田周平、尾崎博美、奥平久美子で

す。悩み事・心配な事、何でも気軽に相談してください。 

・原稿や感想文を寄せていただいた方には、クオカードをプレゼントしています。積極的に投稿をお願

いします。 

・新会員も大募集中です。隣近所でまだ父母の会に入会されていない方がありましたら是非ご紹介くだ

さい。手帳をお持ちであれば障害の種別は問いません。 

・年会費は￥2,000 です。年会費は振込みも出来ます。年会費がまだ納めてない方は下記の振込先に振

り込みをお願いします。（できるだけ同封しています振込用紙をご使用ください） 

ゆうちょ銀行  口座番号 00840-1-135126  加入者名  豊橋市肢体不自由児 ( 者 ) 父母の会         

ゆうちょ以外の銀行等からの振込の場合 ゆうちょ銀行:店番 089 口座番号 0135126 口座名:同上 

＜お願い＞                                             

・いろいろな行事について、出席のご返事のあと変更になった場合は 中神 まで電話または FAX かメー

ルにてご連絡お願いいたします。                                   

  TEL：0532-23-3217   FAX：0532-23-4830  E-mail：rsa34375@nifty.com  

 


